
公  告 

 

 島根県債権管理回収業務委託に係る契約予定者を決定するため、次のとおり提案競技を実

施する。 

 なお、令和８年度当初予算において本業務委託に係る予算措置ができない場合は、契約予定者に

委託できない場合も生じることを了解のうえ提案競技に参加ください。 

 

  令和８年１月２８日 

 

  島根県知事 丸山 達也 

 

１ 提案競技に付する事項 

 ⑴ 業務名 

   島根県債権管理回収業務 

 ⑵ 業務の内容 

   島根県が管理する貸付債権の管理回収業務 

 ⑶ 仕様 

   「債権管理回収業務の委託に関する仕様書」による。 

 ⑷ 委託期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 提案競技参加資格に関する事項 

  提案競技に参加しようとする者は、次の⑴から⑾までのすべての要件を満たし、島根県知事か

ら提案競技参加資格の確認を受けた者であること。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４第１項の規定に該当しな

い者であること。 

 ⑵  島根県税（個人の県民税及び地方消費税を除く。）についての未納の徴収金（納期限が到来

していないものを除く。）がない者であること。 

 ⑶ 消費税及び地方消費税について未納の税額（納期限が到来していないものを除く。）

がない者であること。 

 ⑷ 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提出書類の提出期限日におい

てその措置の期間が満了していない者でないこと。 

 ⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力

団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 

 ⑹ 会社更生法（平成 14 年法律第 154号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成 11 年 

  法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（これらの法律に基づ 

  き更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、 

  島根県が別に定める手続きに基づき、入札参加資格の受付がなされている者は除く。） 

  でないこと。 

 ⑺ 債権管理回収業に関する特別措置法（平成 10 年法律第 126 号）第３条の規定による

法務大臣の許可を受けている債権回収会社､弁護士法（昭和 24年法律第 205 号）第３０

条の２の規定による弁護士法人のいずれかであること。 

 ⑻ 債権管理回収業者にあっては、債権管理回収業に関する特別措置法第２３条の規定に

よる改善命令を受けていないこと。また、提出書類の提出期限日(本公告４(3)イ(ア))



を基準とする過去３年間において、債権管理回収業に関する特別措置法第２４条に基づ

く処分を受けた者でないこと。 

 ⑼ 弁護士法人にあっては、弁護士法第５７条第２項第２号から第４号までのいずれかに

規定する懲戒処分を受けたことがないこと。 

 ⑽ 経営状況、経営規模において契約の履行に支障のないこと。 

 ⑾ 地方公共団体から債権管理回収業務（調査業務・回収業務）の受託の実績があること。 

 

３ 提案競技説明に関する事項 

 ⑴ 提案競技説明書等の配布期間及び配布場所 

  ア 配布期間 

    令和８年１月２８日（水）から令和８年２月６日（金）まで（閉庁日を除く。） 

    午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間は除く。） 

  イ 配布場所 

    島根県松江市殿町１番地 島根県庁本庁舎 １階 

 島根県出納局審査指導課分室（出納監察スタッフ） 

  ウ 配布手続 

    提案競技説明書等を受領するには、「守秘義務の遵守に関する誓約書」（別添様式）を提

出した者に対して、１部を配布又は電子メールにて送付する。 

 ⑵ 提案競技に関する説明会 

    実施しない。 

 

４ 提案書等の提出について 

 ⑴ 提出書類の種類 

   提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。ただし、必要がある場

合は、補足資料の提出を求めることがある。 

  ア 提案競技参加申込書 １部 

  イ 会社概要書又は経歴書 １部 

  ウ 法人の登記事項証明書 １部 

  エ 直近の決算報告書 １部 

  オ 島根県税の未納の徴収金がない旨の証明書 １部 

  カ 消費税及び地方消費税の滞納がない旨の証明書 １部 

  キ 提案書 ８部 

  ク 見積書 １部 

 ⑵ 提出書類の形式 

   提案競技説明書による。 

 ⑶ 書類の提出方法、提出期限及び提出先 

  ア 提出方法 

    郵送又は持参による。 

  イ 提出期限 

    (ア) ４（１）アからカまでの書類については、令和８年２月１３日（金）午後５時までに

提出すること。また、郵送の場合は書留とし、期限日の午後５時までに必着のこと。 

(イ) ４（１）キ及びクの書類については、令和８年２月１９日（木）午後５時までに提出

すること。また、郵送の場合は書留とし、期限日の午後５時までに必着のこと。 

  ウ 提出先 

 １０に同じ。 



 

５ 提案競技に係る質問書について 

 ⑴ 質問は、期限までに電子メールにより質問票を提出すること。なお、送信後には、必ず到着

確認の電話をすること 

 ⑵ 提出先は、１０に同じ。 

 ⑶ 提出期限は、令和８年２月１０日（火）午前１１時までとする。 

 ⑷ 質問に対する回答は、令和８年２月１２日（木）までに、提案競技説明書等受領者全員に対

し電子メールにより通知する。 

 

６ 提案競技参加資格確認審査結果の通知 

  申込者に対し、令和８年２月１７日（火）付けで郵送にて通知する。 

 

７ 選定方法 

 ⑴ 別に設置する「島根県債権管理回収業務委託事業選定委員会」（以下「選定委員会」と

いう。）において、提案書等について厳正な審査を行い、契約予定者の選定を行う。 

 ⑵ 選定要領については、別途定める。 

 ⑶ 選定委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。 

 ⑷ 審査経過については、公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては受け付けない。 

 

８ 契約 

 ⑴ 契約相手方 

   契約予定者と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、随意契約を行う。 

 ⑵ 契約単価 

   契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において契約単価を決定する。 

 ⑶ 前金払 

   前金払は行わない。 

 ⑷ 契約保証金 

   島根県会計規則（昭和 39年島根県規則第 22号）第６９条第１項の規定により契約金額の 

１００分の１０以上を納付すること。ただし、同規則第６９条の２各号のいずれかに該当する

場合は、免除する。 

 ⑸ その他の契約条項 

   契約予定者と協議の上定める。 

 

９ その他の留意事項 

 ⑴ 提案競技参加に係る費用は、提案者の負担とする。 

 ⑵ 提出期限後の問合せ、又は書類の追加若しくは修正には原則として応じない。 

 ⑶ 提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

⑷  提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。 

 ⑸ 提出された書類の返却は行わない。 

 

10 提案競技に関する問合せ先（書類提出先） 

   〒６９０－８５０１ 島根県松江市殿町１番地 

島根県出納局審査指導課出納監察スタッフ 債権担当 

電話（直通）：０８５２－２２－５７５６ ＦＡＸ：０８５２－２２－５７８０ 

電子メール：shinsa-kanrisya@pref.shimane.lg.jp 


